
 

車車車車両状両状両状両状況照況照況照況照会会会会    > > > > ヘルプヘルプヘルプヘルプ((((検検検検索結果索結果索結果索結果)()()()(VDIS0830)VDIS0830)VDIS0830)VDIS0830)    

  

使用済自動車の処理状況の見方 | 各工程の意味と関連事業者の役割  | 各工程の未・済について | 引取日と引渡日について 

使用使用使用使用済済済済自動車自動車自動車自動車のののの処処処処理理理理状状状状況況況況のののの見方見方見方見方やややや意味意味意味意味についてについてについてについて次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり解解解解説説説説しますしますしますします。。。。    

  

①①①①についてについてについてについて    

閲覧閲覧閲覧閲覧できるできるできるできる情報情報情報情報がいつがいつがいつがいつ時時時時点点点点のものかをのものかをのものかをのものかを表示表示表示表示しておりしておりしておりしており、、、、毎毎毎毎日午前日午前日午前日午前７７７７時時時時にににに更新更新更新更新しますしますしますします。。。。    

②②②②についてについてについてについて    

検検検検索索索索したしたしたした結果結果結果結果のののの使用使用使用使用済済済済自動車自動車自動車自動車のののの情報情報情報情報をををを表示表示表示表示しますしますしますします。。。。    

▲ページの先頭へ 

車名 引取証明書又は車検証に記載の｢車名｣欄ご確認ください。

車台番号 引取証明書又は車検証に記載の｢車台番号｣をご確認ください。

登録番号／車両番号

車検証の「自動車登録番号」又は「車両番号」欄をご確認ください。 

※リサイクル券番号（移動報告番号）で検索した場合、登録番号／車両番号は「＊＊＊＊＊＊＊＊」
になります。 

フロン類装備
引取業者が確認した使用済自動車のフロン類装備の情報です。 
使用済自動車引渡し時に装備がある場合は「有」となります。

エアバッグ類装備
引取業者が確認した使用済自動車のエアバッグ類装備の情報です。 
使用済自動車引渡し時に装備がある場合は「有」となります。

解体報告記録日

国土交通省等に登録又は届出がなされている自動車について、自動車リサイクルシステムから国土交
通省等に解体された旨の報告がなされている場合にその報告日付が入ります。 
※リサイクル券番号(移動報告番号)で検索した場合、解体報告記録日は「＊＊＊＊＊＊＊＊」になり
ます。



    

③③③③についてについてについてについて    

使用使用使用使用済済済済自動車自動車自動車自動車のののの処処処処理理理理がががが何何何何処処処処までまでまでまで進進進進んでいるかをんでいるかをんでいるかをんでいるかを示示示示していますしていますしていますしています。。。。    

各工程各工程各工程各工程とととと関関関関連事業者連事業者連事業者連事業者のののの役割役割役割役割についてはについてはについてはについては次次次次のののの通通通通りりりり。。。。    

引取事業者 
（引取工程）

自動車の最終所有者から使用済自動車を引き取り、使用済自動車の装備（フロン類（エアコ
ン）・エアバッグ類）を確認して、フロン類（エアコン）の装備がある場合は、フロン類回収
業者に使用済自動車を引き渡し、フロン類の装備が無い場合は、使用済自動車を解体業者に引
き渡す義務があります。 

フロン類回収業者 
（フロン類回収工程）

引取業者から使用済自動車の引渡しを受けた時は、エアコンからフロン類を回収し、自ら再利
用する場合を除き、フロン類を自動車メーカーに引き渡す義務があります。 
フロン類の回収が終わった場合は、次の解体業者に使用済自動車を引き渡す必要があります。 
回収したフロン類は自動車メーカー等が引き取り、破壊します。

解体業者 
（解体工程）

エアバッグ類（具体的には、運転席・助手席のエアバッグのほか、サイド・カーテン式などの
その他のエアバッグ及びシートベルトプリテンショナー等のインフレータ等（ガス発生器）部
分）についての回収・処理を行う義務があります。 
再資源化基準（タイヤ、廃油・廃液等の回収）に従って適切な解体を行う必要があります。 
回収されたエアバッグ類は自動車メーカー等が引き取り、処分します。



各工程各工程各工程各工程におけるにおけるにおけるにおける処処処処理理理理のののの未了未了未了未了・・・・完了完了完了完了についてはについてはについてはについては次次次次のののの通通通通りりりり。。。。    

▲ページの先頭へ 

④④④④についてについてについてについて    

各工程各工程各工程各工程のののの引取日引取日引取日引取日・・・・引渡日引渡日引渡日引渡日についてはについてはについてはについては次次次次のののの通通通通りりりり    
※※※※事業者事業者事業者事業者へへへへ使用使用使用使用済済済済みみみみ自動車自動車自動車自動車をををを廃廃廃廃車依車依車依車依頼頼頼頼してからしてからしてからしてから、、、、リサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムリサイクルシステムへのへのへのへの報告報告報告報告まではまではまではまでは最大最大最大最大３３３３日間日間日間日間のののの猶予猶予猶予猶予がががが法令法令法令法令でででで認認認認めらているためめらているためめらているためめらているため、、、、差差差差がががが
生生生生じますじますじますじます。。。。    

破砕業者等 
（破砕工程等）

解体自動車を解体業者から引き取り、プレス・せん断処理または破砕処理（シュレッディン
グ）を行います。 
破砕処理を行わず、電炉・転炉に投入してリサイクルを行うケースや資源として輸出を行うケ
ースがありますが、自動車の破砕処理（シュレッディング）を行う場合は、破砕工程後、シュ
レッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す義務があります。

工程における使用済自動車の処理が終わっていない状況を示します。

工程における使用済自動車の処理が終わっている状況を示します。

フロン類装備な
し

フロン類装備が無いことを示します。（フロン類回収工程をスキップします）

引取日  
 

自動車の所有者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した
日付です。 



▲ページの先頭へ 

<<<<そのそのそのその他他他他>>>>    

自治体登自治体登自治体登自治体登録録録録番番番番号号号号：：：：引取業引取業引取業引取業をををを行行行行うにあたってうにあたってうにあたってうにあたって、、、、自治体自治体自治体自治体にににに登登登登録録録録するするするする際際際際にににに付付付付与与与与されたされたされたされた番番番番号号号号ですですですです。。。。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
引渡日  

 
引取工程の処理が終わり、使用済自動車を次の工程に引き渡したことをリサイクルシ
ステムに登録した日付です。 
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「＊＊＊＊＊」と表示します。 
※引取業者は使用済自動車を引取ってから４０日以内に次の処理工程へ引き渡すこと
が法令上規定されています。

引取日  
 
 
引渡日  

引取業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付で
す。 
 
フロン類の回収が終わり、使用済自動車を解体工程に引き渡したことをリサイクルシ
ステムに登録した日付です。 
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「＊＊＊＊＊」と表示します。 
※フロン類回収業者は使用済自動車を引取ってから３０日以内に次の処理工程へ引き
渡すことが法令上規定されています。

引取日  
 
 
引渡日  
       

引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシス
テムに登録した日付です。 
 
エアバッグ類の回収が終わり、使用済自動車を破砕工程等に引き渡したことをリサイ
クルシステムに登録した日付です。 
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「＊＊＊＊＊」と表示します。 
※解体業者は使用済自動車を引取ってから１３０日以内に次の処理工程へ引き渡すこ
とが法令上規定されています。 

引取日  解体業者から使用済自動車を引き取ったことをリサイクルシステムに登録した日付で
す。解体工程から全部利用（破砕処理を行わず、電炉・転炉に投入してリサイクルを
行うケース）に引き渡した場合は、解体工程の引渡日が破砕工程の引取日と同じにな
ります。 
※処理を行っていない場合は、日付の欄が「＊＊＊＊＊」と表示します。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ページの先頭へ 

 


